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 令和７年度庁議報告事項 

 第１６回庁議（２０２５年１１月１８日）  まちづくり推進部 まちづくり事業課 

                               

【件名】区画街路第４号線の事業認可変更について 

 

【要旨】 

 区画街路第４号線については、交通環境の改善や延焼遮断帯機能の確保等を図るため整

備を進めている。本路線は平成２９年８月９日に事業認可を受け用地取得を進めてきたが、

用地取得の状況や西武新宿線（中井駅～野方駅間）連続立体交差事業の進捗状況を踏まえ、

事業期間、事業費の変更を行うものである。 

 

１ 事業名称 

東京都市計画道路事業区画街路中野区画街路第４号線 

 

２ 位置図 

別添資料参照 

 

３ 変更日（告示日） 

令和８年３月予定 

 

４ 変更期間 

（変更前）平成２９年８月９日から令和８年３月３１日まで 

（変更後）平成２９年８月９日から令和１９年３月３１日まで 

 

５ 変更事業費 

（変更前）約１７１億円 

（変更後）約２６０億円（現在精査中） 

 

６ 変更理由 

 令和７年末現在で用地取得率が約５割であること及び現在の踏切部分や交通広場

等が鉄道跡地部分を含む計画であるため連続立体交差事業の事業期間（令和１５年

度末まで延伸される予定）後に整備することから、本路線の事業期間を変更するも

のである。また、事業期間の変更に伴い、事業費についても現在の物価に合わせて

変更するものである。 

 

７ 用地引渡し期限 

・北側区間：令和１０年度末 

・南側区間：令和１３年度末 

 

８ 周知方法 
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説明会（令和８年１月下旬予定） 

区報掲載（令和８年３月予定） 

区ホームページ掲載（令和８年３月予定） 

町会等へのお知らせ 



中野区画街路第４号線 

〇位置図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

〇区画街路第４号線は路線延長が約 562.0ｍと長く、電線共同溝等の整備を段階的に行う必要があ

ることから、用地取得が進んでいる北側区間を先行して整備し、連続立体交差事業の進捗に合わ

せて南側区間を整備する予定 

 

別添資料 

北側区間 

南側区間 


